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受身文と話者の視点

松名 隆

Passive Sentences and the Speaker's Viewpoint 

Takashi MATSUNA 

Abstract 

The aim of this pap巴ris to explor巴 thefundamental epistemological 

factor that dominates the acc巴ptability of passive sentences in terms 

of the speaker's viewpoint. In the first s巴ction 1 wi 11 summarize 

K uno' s concept of the speak巴r's empathy and some discours巴 principles

that relates to our discussion， and give an outline of the two remarks 

that pr巴sentsome examples which seem to demonstrate the deficiency of 

these principles. In the second， paying special attention to their 

functional approaches， 1 will examine these arguments r巴spectively，and 

indicate that their approach巴shave som巴 defectsbecause of their being 

static and non-structural. Then in the third， 1 will try my own 

analysis of some passive sentences by using th巴 conc巴pts of the real 

viewpoint and the ideal one. After that， 1 will conclude that the 

acceptability of passiv巴 sentencesdiscussed here is based upon whether 

a certain disagreement arises in the speaker' s viewpoint. 

はじめに

Kuno & Kaburaki (1977) (以下Kato(1979)に倣ってK&K(1977)とする)

及び久野(1978) では、話者の視点という観点から様々な英語及び日本語の

事象を分析し、それらの容認可能性を説明するいくつかの談話法規則を提案

しているが、その中でもとくに英語の受身に関する久野1)の諸提案に対して

は、いくつかの疑問点が指摘されている O そこで本稿においては、先ず久野
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の上記の諸提案を取り上げ、つづいてこれらに対する批判的論考を紹介する O

しかるのちに、これらの各説に対する筆者の疑問点を示し、それに続けて主

に各論考が取り上げている例文についての筆者の分析を含めて拙論を展開し

ていきたい。

1. 久野の提案及びそれに対する批判

1-1 久里子の受身文と話者の視点に関する見解及びそれと関わるいく

っかの談話法規則

久野 (1978) は、受身文その他の言語事象を話者の視点の観点から分析す

るに際して、先ず「カメラ・アングル」という用語で、話し手が何処にカメ

ラを置いて文中の出来事を描写しているのかを問題とし、そのカメラ・アン

グルの変化を、一つの尺度から表わすために、「共感(Empathy)度」という概

念を導入している。

(1)共感度 文中の名詞句のx指示対象に対する話し手の自己同一視化を

共感 (Empathy) と呼び、その度合、即ち共感度をE(x)で表わす。共感

度は、値o(客観的描写)から値 1 (完全な同一視化)迄の連続体であ

る。(傍点は筆者)

こうして、 'xよりもy寄りのカメラ・アングル」は、 E(y) > E (x)、 'xと

yいずれからも等距離のカメラ・アングル」は、 E(x)=E (y)= 0、'xまた

はyと同化した場合のカメラ・アングル」は、 E(x) = 1またはE(y) = 1とい

うかたちで表現され、これらの 'E(x)と他の共感度との大小関係を指定す

る等式、不等式を話し手のX に対する『視点』と呼」んでいる。 3)

このような「共感度」、 「視点」という概念を導入することによって、久

野は、 「構文法的には文法的であるが、視点に関する様々な制約に違反して

いるために、(様々な度合いで)受け入れがたいJ (syntactically grammat-

ical， but are unacceptable(in varying degrees) due to violation of co-

straints on empathy foci叶言語事象に関して、多種多様な談話法規則を提

案することによって説明を試みているわけであるが、ここでは本稿で検討す
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する様々な受身文に関わる限りでのいくつかの談話法規則を先ず示しておく。

最初は、 「受身文のカメラ・アングル」である。

(2)受身文のカメラ・アングルは、新しい主語の指示対象寄りである。

この規則によれば、例えば次のような文

(3) Mary was hit by John. 

の場合、上記の表記法を用いれば、 Mary> John という共感度関係が成立

し、すなわち話者は、 Mary寄りの視点をとっているということになる O こ

の「受身文のカメラ・アングル」を、この規則も含めてさらにより適用範囲

の広い規則として公式化したものが「表層構造の視点、ハイアラーキー」

(Surface Structure Empathy Hierarchy) である。

(4) ・般的に言って、話し手は、主語寄りの視点を取ることが・番容易であ

る。目的語寄りの視点をとることは、主語寄りの視点を取るのより困難

である O 受身文の旧主語(対応する能動文の主語)寄りの視点を取るの

は、最も困難で、ある O

E(主語)> E (目的語)> E (受身文の旧主語)

この原則と受身文の機能というものを関わらせて、 K&K(1977)は次のように

述べている。

..one of the functions of Passivization is to elevate the referent 

of the object to the most prominent position in the Surface 

Structure Empathy Hierarchy， and to defocalize the referent 

of the subject to the position that cannot receive the speaker's 

empathy. 51 

受身文と直接関わる、久野の提案する原則は以上のものであるが、次にこ

の!京則との関連で本稿で取り上げる談話法規則のいくつかを示しておく。

(5)立す干ホ詞の十見点ハイアラーキー

対称詞x(例えばJohn)と、 X に依存する対称、詞f(x) (例えばJohn'swife) 

がある場合、話し手の xとf(x)に対する共感度に、次の関係が成り立つ O

E (x) > E (f (x)) 

3 
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(6)発話当事者の視点、ハイアラーキー

話し方は、常に自分の視点をとらなければならず、自分より他人寄りの

視点をとることができない。

1 =E (一人称)> E (二、三人称)

(7) Humanness H ierarchy 

Human > Amimal Nonhuman > Thing 

そして、これらの諸原則と上記の「受身文のカメラ・アングル」とがともに

関わる受身文の容認可能性を説明するものとして提案されているのが、 「視

点、の一貫性」という原則である。

(8)単」の文は、共感度関係に論現的矛盾を含んではいけない。

この原則は、 上記の諸原則がともに話者のある特定の視点を規定するもので

あるのに対して、その規定された視点と視点との関係をさらに規定するとい

う特殊な性格をもっている。例えば次のような文の容認可能性が低いことは、

この原則によって説明できるとする。

(9)?? Then John's wife was hit by him. 

すなわち、 「対称詞の視点ハイアラーキー」によれば、 John's wife という

表現は、ジョン寄りの視点を話し手がとっていることを示し、 ヴJr受身文

のカメラ・アングル」によれば、この文全f本がジョンよりもむしろジョンの

妻寄りの視点をとっているということになって、この文が「共感度関係に論

理的矛盾を合」むことになり、これがこの文の容認可能性の低さを説明する

ものとされるのである O このように、この「視点の一貫性」の原則は、視点、

に関わる様々な受身文の容認可能性を説明するものとして、久野の提案全体

の中でも重要な位置を占めている。

ところで久野は、この「視点のお貫性」の原則に違反する文のすべてがす

べて容認しがたくなるのではないという事実を取り上げて、これを次のよう

な「談話法規則違反のペナルティー」によって説明している O

(10)談話法規則の「意図的」な違反に対しでは、そのペナルティーとして、

文の不適格性が生じるが、 「非意図的」な違反に対しては、ペナルティ
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ーがない。

これは、例えば次のような文が容認可能で、あることを説明するものとされて

いる。

(11) Someone hit me. 

この文は、 「表層構造の視点ハイアラーキー」によれば、主語>目的語とい

うことで、Someone寄りの視点をとっているということになるが、これは「発

話当事者の視点ハイアラーキー」と矛盾し、 「視点の 4 貫性」の原則から容

認しがたくなるはずである。ところが久野は、この文のhitという動詞が、

「行為主体を主語の位置に、行為対象を目的語の位置に置く動詞で、」あり、そ

のために「自動的に」上のような文が生じたのであって、上記のような違反

は「非意図的」なものであり、それゆえこの文は容認しがたくなってはいな

いのだと説明する O

以上、久野の視点に関する基本的見解及びそれを軸としたいくつかの談話

法規則を、本稿での受身文の考察に関わるかぎりでまとめたが、次にこれら

の久野の提案に対する批判的見解を一二つ取り上げ、その後に久野の見解も含

めて問題点を検討していくこととする。

1-2 久野の提案に対するKato (1979) の批判的見解

Katoは、久野のように、視点の観点からのみ受身文の機能を取り上げ、それ

によって様々な受身文の容認可能性を説明しようとすることに対して、具体

的な文例をあげてその問題点を指摘している O すなわち、次のような文、

(12)?? Mary was criticized by me. 

この場合、久野によれば、 「表層構造の視点ハイアラーキー」の要求する視

点(すなわちMary寄りの視点)と「発話当事者の視点ハイアラーキー」の要

求する視点(すなわち話し手寄りの視点)が矛盾しており、それによってこ

の文の容認しがたさが説明できるとしている 6)そこで久野は、 「話し手が行

動主である受身文は、多くの言語で不自然で、何か特別な文脈が無いと用い

られないJ7)とし、 「ただ、特殊な書きことばスタイルでは、書き手が、自分

のことを、恰かも第三者であるかの如く記述することが許されるJ8)と述べて
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いる。これに対して Kato (1979) は、 112)の文は、 「もしも適切な文脈の中に

入れられれば、容認可能となるはずである」と述べ、話し手が行動主となっ

ている受身文を 9例示して、久野の上記の見解に対する反例としている。そ

してこのような反例を示した後に、視点の観点からのみ受身文の機能を把え

る久野の見解に対して、 Jespersen(1933) が述べている受身文の別の機能、

すなわちそれが I~ .つの文ともうゐつの別の文のつながりを容易にすること

もある J9)という点に着目して、受動化は、談話の中での主題一陳述 (Topic-

Comment) 関係を変えないでそのままにしておいて、次にくる情報の処理を

しやすくする機能をもっているJ10)と述べ、さらに別の文例を上げている O

このように Kato (1979) は、話し手が行動主となっている受身支が、久野

の主張するように、 「何か特日IJな文脈」や「特殊な書きことばスタイル」に

おいてしか用いられていないとする見解に対して実例を上げて反論し、 「主

題 A 陳述関係」という観点からも受身文の容認可能性を説明できるとしてい

るので、ある。

1-3 久野の提案に対するFal¥王(1980) の批判的見解

Falk (1980) は、久里子の提案しているいくつかの談話法規則のうち、文中

の指ポ対象に関わる三つの規則、すなわち「発話当事者の視点ノ、イアラーキ

ー」、 「立J称、吉司の干見点ハイアラーキー」、及び、HumannessEmpthy Hierarch 

が関わる受身文を、主にそれらに対応する能動文との関係で把え、それらの

受身文、能動文の容認可能性を、久野のように「談話法規則違反のベナルテ

ィー」によって説明する場合の問題点について指摘している。

先ず、話者が主語となっている受身文とそれに対応する能動文とを比較し

て、受身文の方が容認可能性が低いとして、次のような例を上げている。

(3)a. (?) 1 was criticized by the mayor. 

b. The mayor criticized me . 

すなわち、 1131bが「表層構造の視点ハイアラーキー」と「発話当事者の視点

ハイアラーキー」の矛盾により容認しがたいはずであるにもかかわらず、そ

うならないのは、 「談話法規則違反のペナルティー」によって説明できると

6 
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しでもう一方向131aは、 「発話当事者の視点ハイアラーキー」を含めたどの

談話法規則にも違反していないにもかかわらず、能動文よりも容認可能性が

低いという事実を、久野の談話法規則では説明できないとしている。そこで

彼は、このような事実を説明するために、次のように述べている。すなわち、

「おそらく、自分寄りの視点というのは絶対的なもので、他のものは自分と

の関係で記述されねばならないゆえに、このような(自分寄りの…引用者)

視点というのは前提とされており、したがって、この視点を明らかにするた

めに、有標の文構造(すなわち受身文…引用者)を利用する必要はなしミJ11) 

ということである O

次にFalk (1980) は、 「対称詞の視点ハイアラーキー」に関する受身文と

それに対応する能動文との容認可能性を次のような例文を上げて比較してい

る。

(141 a. John was punish巴d by his father. 

b. John's father punished him 

(151 a. The boy was punished by his father. 

b. ? The boy' s father punished him. 

ここで、Fall王は、 (141の場合はa，bともに容認可能で、あるが、 aの方は、 byhis 

fatherが焦点として解釈される傾向があり、 A 方1151の場合は、 aのbyhis 

fαtherは焦点としては解釈されず、その上bがaと較べて容認可能性が低いと

いう事実を上げている O これは、 Falk(土i直接言及していないが、久野の「談

話法規則違反のペナルティー」に対する ---jつの問題提起と考えられる。すな

わち、久野の提案によれば、 (141b、1151bともに「対称詞の視点ハイアラーキ

ー」と「表層構造の視点ハイアラーキー」の矛盾を生じているにもかかわら

ず、 (111の例と同様に、それが「非意凶的」違反であるゆえに、いずれも適格

となるはずである。ところがこのように、久野の「対称詞の視点ハイアラー

キー」の原則で述べているところの「対称詞 XJ が、 1141のように固有名詞(

または、 Falkが別の例として上げているように、代名詞)の場合と、 1151のよ

うに普通名詞の場合とでは、容認可能性に差異があり、これは久野の原則で

- 7 -
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は説明できないということである。そこで、Falkは、この点について次のよう

に説明している。すなわち「固有名詞や代名詞は、一般的に視点/主題がど

こにあるのかを示す機能をもっており、それゆえ統語的に有標の受身文を利

用する必要が、焦点的意味を示す場合を除いてはないのに対して、他の名詞

句の場合には、そのような機能をもっていないJ12)ということである O

次に、(7)のHumannessEmpathy Hierarchyと受身文に関わるFalk(1980) 

の見解を見てみよう。先ず、彼は、この原則に対する「非意図的」違反である

にもかかわらず、容認可能性が低い(あるいは少なくとも、この原則に従っ

ている受身文よりも容認可能が低い)次のような例を上げている O

(16) a. John was hit by the yellow car. 

b. ?? The yeIIow car hit John. 

ここでU6)bは、久野の説に従えば、 「表層構造の視点ハイアラーキー」と

Humanness Empathy Hierardyの二つの原則による矛盾が生じているが、そ

れはこの場合「非意図的」違反であるがゆえに、(11)の場合と同様に容認可能

となるはずで、ある O ところが事実はこれに反しており、そこで、Falkは、(16)b 

の容認可能性が低い根拠を、次のような文が容認可能で、あることとの対比に

おいて説明している。

(1わ Thegetaway car hit a policeman who had been summoned to the 

scene. 

すなわち、この(17)の主語 thegetaway carは主題としての機能をもっている

がゆえに容認可能となっているが、 (16)bの主語 theyellow carの場合は、

そのような機能をもっているとは解釈されにくいということである。

次にFalkは、このHumannessEmpathy Hi巴rarchyに「意図的」に違反し

ているにもかかわらず、容認可能で、ある次のような受身文の例を上げている。

(18) The movie was directed by FeIIini. 

そして彼は、この文が容認可能で、あることを、次のような文の容認可能性が

低いこととの対比で説明している O

119) ? Many movies wer巴 clirectedby FeIlini. 

- 8 ー
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すなわち、(18)の主語 th巴 mOVle は主題の機能を有するものと解釈されるが、

(19)の場合はそのように解釈され難いということが、(18)と(19)の容認可能性の差

となって表われているということである O これを要するに、 Falkは、 Human-

ness Empathy Hierarchyの原則よりも、主語の主題としての機能が、文の

容認可能性の基準として優先するものであることを主張していると言えるで

あろう。

以上、久野の受身文(及びそれに対応する能動文)に関するいくつかの談

話法規則と、それらに対するこつの批判的見解を見てきたが、次節において

は、これを踏まえて、久野を含めたこれら三者の主張の問題点を検討してい

きたい。

2. 久野の提案及びそれに対する批判的見解の検討

2 -1 久野の談話法規則の問題点

久野の受身文とそれに関わるいくつかの談話法規則に対するKato(1979)と

Falk (1980)の批判で取り上げられた問題点については、前節でその概略を説

明した。そこで本節においては、それらの批判と関わらせつつもまた別の観

点、から、久野の提案の問題点を検討していきたい。

先ず一般的な問題点であるが、前節で取り上け、た久里子のいくつかの談話法

規則の成立の根拠について、それがただ単に当該受身文の容認可能性を説明

するためというだけではなく、より根本的な観点からの当該談話法規則成立

の根拠に関する議論がなされていないということである O そこで先ず、これ

らの諸原則の核心部分である久野の「視点」概念について検討してみよう。

前節第一項で取り上げたように、この「視点、」概念は、文中の名詞句の指

示対象に対する話者の自己同一視化の度合の大小を、構文(受身文やsvo
構文など)や語句(対称詞や一人称表現など)を手がかりとして把握したと

ころに成立する概念である。言いかえれば、この概念は、これらの構文や語

句の機能論的把握を土台として成立していると言える O 例えば、受身文の機

能的側面の把握から「受身文のカメラ・アングル」における視点の原則が成

一- Q ーー
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ヌしていると考えられる。すなわち、受身文というものが、話者の視点を規

定する機能を有しているというわけである O そして話者の視点、に関わるその

他の構文や語句についても、そのような機能をもつものとして把えられてい

るO そこで、このような視点の把え方について、次の二つの問題を指摘して

わきたいo

ZF24に、視点のこのような機能的把握においては、話者の視点とある特定

の構文、語句が現象的にしか対応させられていないために、その現象の背後

にある構造の検討まではなされず、その結果この機能的把握の基盤自体を弱

くしているということである O つまり、なぜそれらの構文、語句がある特定

定の視点を規定する機能を有するのかが、対象の構造に即して踏まえられて

いなければ、統)伯守に視点現象を説明できなくなるということである。

第二に、このような機能論的見方では、ある文にわいて、特定の構文、語

句に対応した複数の視点が、静的・平面的に並べられて把握され、そのこと

がさらに視点現象の統ム的把握を困難にしていると考えられる。ではさらに

この二つの問題点について具体的に検討してみよう O

先ず第一の問題点については、 「表層構造の視点ハイアラーキー」及びそ

の特殊なケースの原HlJとされている「受身文のカメラ・アングル」を取り上

げてみたし、この「表情構造の視点ハイアラーキー」の原則は、久野によれ

ば、 「支の構文法的構造から見て、視点の焦点の対象として、主語が優先す

るという仮説である。JJ:l)すなわち、文の構造自体が、主語の指示対象寄りの

視点を指定する機能をもっているということになる O さて、文の構造白体が

かかる機能をもっているとして、ではイ本いかなる理由でそう言えるのか。

久野の議論の中には、この点に関する説明は見出せない。このことは「受身

文のカメラ・アングル」の場合も同様で、ある。すなわち、文の静的・平面的

構造把握 (Svo構造、受身文構造)から、その構造のもつ視点的機能を説

明するのにとどまり、さらに構造に分け入ってその機能の根拠を把えようと

するところまでは進んでいないということである。さらに久野は、この「表

層構造の視点ハイアラーキー」の原則にあてはまらないものがあることを認
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めているが、 14) このことが意味するところは重大で、ある。なぜならば、この

原則にあてはまる場合もあれば、 (たとえ少数であっても)あてはまらない

場合もあるということは、文の構造自体が話者の視点を規定する機能をもっ

ているのではないことを意味するからである。したがって、久野は、多くの

動詞が「主語寄りの視点を要求するとして、一体どうしてこのような制約が

存在するのかJ15)その根拠を説明しようとして、 「表層構造の視点ハイアラー

キー」の原則を提案しているが、以上のことから、この原則がその根拠たり

得ないことは明らかであろう。すなわち久野の議論に、ある動詞が「主語寄

りの視点、を要求する」という機能的把握にとどまっており、その根拠までは

把握していないと言えるであろう。例えば次の文を見てみよう。

(20) Then Mary's husband hit her. 

これに関して久野は、主語の位置にある Mary'shusbαばという表現からし

て、話者がMary寄りの視点をとっているにもかかわらず、 herの指示対象

であるMaryが目的語の位置にきていることから、これは「表層構造の視点

ハイアラーキー」の原則に違反している(ただし「非意図的」であるが)と

している。 16)したがって、これまで述べてきたことからして、 この違反は、

動詞hitが主語寄りの視点を指定することから生じたものだということにな

るO だが、はたして動詞hitがそのような機能をもっているであろうか。言

いかえれば、この文の構造全体からして、話者がMaryよりもむしろ Mary

の夫寄りの視点をとっていると、何を拠りどころとして主張できるであろう O

久野はこの点に関して説明してはいないのである O 要するにこの原則自体、

説得力を欠いていると考えざるを得ないのである。

ところで、この原則の特殊なケースとされている「受身文のカメラ・アン

グ、ル」の場合はどうであろうか。特殊で、あるというのは、その原則の適用範

囲が限定されているということであるが、しかしこの場合においても、なぜ

受身文が、その主語の指示対象寄りの視点を指定する機能をもつのかが、さ

らに受身文の構造に分け入って説明されているわけではない。つまり、受身

文の構造一般をその視点、的機能と対応させるだけで、さらにその構造を動的、
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立体的に把握してはおらず、そのことが前節で示したKato(1979)やFall王(19

80)の批判を招いていると考えられるのである。

以上のことと関連して、このような機能論的規則の定式化に関わる問題に

ついて言えば、これらの談話法規則の適用条件が明らかにされていないとい

うことである。すなわちこれらの規則が限定性のきわめて弱い普遍的なもの

として提出されているために、前節で見てきたように、久野が提案している

唯一の適用条件的規則である「談話法規則違反のペナルティー」をもってし

ても説明できない様々な例があるということで、さらに新たな適用条件を設

定する必要があるように思われる。しかしこれは、受身文に関わる視点的現

象の統命的把握という方向とは逆であることは、ここで確認しでわかねばな

るまい。

以上、久野の受身丈と話者の視点に関わる提案の問題点を理論的な側面を

中心に検討してきたが、次[こKato(1979)、Falk(1980)の見解についても同様

にfo食言すしてみたい。

2-2 Kato(1979)、Falk(l980)の主張の問題点

Katoは、前節で取り kげた1121の文の存認可能性が低い理由について、それ

は「適切な文脈を欠いているからであって、受動化されているからではないJ17) 

と述べ、 「主題一陳述関係」の保持という観点から、話者が受身文の行為者

となっている場合の容認可能性を説明しようとしたことはすでに見た通り

である。しかし、 Katoが上げている次の例は、この観点から説明することは

できないはずである。

(211" If you would be guided by me -" he sai d， hesitating. 

(Agatha Christie， The Man in the Broωπ Suit) 

なぜなら、受身文の主語である youは従属節の中にあり、この文全体の主題

であるには必ずしも言えないからである。このように「主題 陳述関係」の

保持という受身文の機能から、当該受身文の容認可能性をすべて説明できる

わけで、はないということで、ある。

次に Falk(1980)の主張を検討してみよう。先ず、話者が主語となっている
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受身文が、それに対応する能動文と比較して容認可能性が低いという指摘で

あるが、これに対する前節での Falkの説明は、 Bolinger(1977) が示してい

る次のような受身文の容認可能性を考慮外においていると思われる O

(22) a. The stranger approached me. 

b. 1 was approached by the stranger. 

この例に対して Bolingerは、「わたしには、このいずれの言い方もできる O

わたしは、その見知らぬ人が近づいてくれば、自分にどのような影響を与えそ

うか、もしかしたら彼は乞食かもしれないと考えているからである」と述べて

いる。18)また彼は、話者を主語とする受身文がどんな場合も容認可能で、あると

は主張しではj己らず、次のような場合には、 ，-.つのものの位置関係を語っ

ているにすぎない」川ので、存認しがたいと述べている。

ロ3)* 1 was approached by the train. 

要するに、 Falkの主張する、受身文と一人称表現のもつ視点的機能の重複と

いう観点からは、 (23)が容認しがたいことを説明することはできても、これを

(22) bが容認可能であることとの区別と連関にむいて統一的に把握することは

できないということである。

次に「対称詞の視点ハイアラーキー」に関連して、 Falkが固有名詞と代名

詞の(それ以外の名詞のもっていなしリ視点的機能という観点から論じてい

る問題であるが、このような観点から、(l4)bと(15)bの能動文の存認可能性の

度合いの違いを説明することは難しいと忠われる O なぜなら、それぞ、れの名

詞の属格による表現 (Jo加 '8fatheγと the6oy' 8 fatheγ)の遠いが、 Johnと

the 60yの違いとの関連で説明されていないからである O

次に HumannessEmpathy Hierarchyに関わる Falkの見解についてであ

るが、次の伊jを見てみよう O

(24) An interesting movie is being made by Fellini. 

この場合、 (18)と違って、主語を主題として解釈することができないにもかか

わらず、容認可能で、ある O したがって、 HumannessEmpathy Hierarchyに対

する「意図的」違反の場合、主語の主題としての機能が、容認可能性をすべ

n
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てj夫定しているわけではないと言えよう。

以上、 Falk(1980)の久野の諸原則に対する批判を検討してきたが、ここに

おいてもその機能論的見方が、久野のそれを克服するには至っていないこと

が明らかとなったであろう O

さて、これまでK& K (1977)の問題提起を手がかりとして、受身文と話者

の視点に関する久野、 Kato、Falkの三者の見解を、その機能論的見方の内包

する問題点を中心として険討してきたが、次節においては、筆者のこの問題

に対する見解を展開していきたい O

3. 受身文と話者の視点に関わる認識論的考察

3 -1 受身文の認識構造

これまでの議論から明らかなように、受身丈をその視点的機能または「主

題一陳述関係」の保持等の側面から把握するという機能論的見方では、話者

の視点に関わる受身文の容認可能性を統一的に説明することができないと忠

われる。そこで先ず、受身文において読者は、その主語(変形文法の考え方

では、受動化後の新しい主語)の指示対象寄りの視点をとるとされるが、そ

れは受身文のどのような認識構造に基づくものなのかを考えてみよう。次の

例を参照されたい。

ぼ51a. Tom beat John. 

b. John was beaten by Tom. 

ここで¥251a， bは、しミずれも同じーっの出来事を、前者は能動文、後者は受身

文のかたちで表現している。ところで、この両文を話者がどのような立場か

ら表現しているのかを考えてみると、 1251aの場合は、話者はTom寄りの立場

から表現しているとも解釈されるが、またJohn寄りの立場からとも、両者い

ずれ寄りでもなく中立的立場から表現しているとも解釈できる。このように

様々な話者の立場の解釈が可能で、あるということは、この構文自体または、

この構文を構成している諸要素 (Tom，beat， John) の内的構造によって、こ

のような様々な立場が規定されているのではないことを意味する。
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次に町，)bであるが、この場合には、話者はJokn寄りの立場から表現してい

るとする解釈のみが可能で、ある。また受身文が、一般的にその主語の指示対

象寄りの立場から表現されるとされているところから、受身文の一般的構造

のどこかに、そのような立場を規定する要因が存するであろうことが予想さ

れる。そこで注目されるのが、受身文における「過去分詞」表現である。そ

こでこの受身文における過去分詞の認識構造を探ってみよう。

言うまでもなく、過去分詞は、動詞(この場合は他動詞)の一屈折形態で

ある。したがってここには、対象(すなわち行為主体)の行為の認識が結び

ついている。そしてこの認識は、対象の行為という(属性としての)客体を

反映した認識、すなわち客体的認識である。さらにまた、この受身文の過去

分調には、この客体的認識とは区別される別の認識が結びついている。それ

は、この行為に対する<~される〉という認識である O そしてこれは、行為

の客体的認識のように、それ自体として自立した認識ではなく、あくまでも

この客体に対する、行為を受ける側のあり方の認識、すなわち主体的認識で

ある。つまり、受身文における過去分詞の認識とは、このような客体的認識

と主体的認識とが統一された認識である。

このような過去分詞(受身文における)の認識構造から明らかなように、

この表現は、行為を受ける側の主体的認識がその背後にあり、それゆえ被行

為者寄りの立場に立たなければ不可能な表現なのである。そしてこれが、受

身文がその主語の指示対象寄りの立場からの表現であるとされる認識論的根

拠である。これで、町，)bで、はJohn寄りの立場からの表現であるとする解釈の

みが可能で、ある理由が明らかとなったであろう。

ここで、話者が受身文においてその主語の指示対象寄りの立場に立つとは

どういうことかを論理的に考えてみよう。これは一般的に言えば、人聞が自

分以外の存在(寄り)の立場に立つとはどういうことかという問題であるが、

現実の人聞は自分の身体を分離して分身をっくり出すことはできないのであ

るから、現実の自分の立場以外の立場に現実的に(つまり身体的に)、同時

的に立つことは不可能である。しかし人聞は、観念的に自分の分身を、現実

F
h
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の自分と同時的にっくり出すことはできる。このことは、例えば人聞が夢を

見たり、空想したりする時のことを考えれば理解できるであろう。すなわち、

こういった行為は、現実の世界にいる現実の自分ではなく、これらの夢の世

界、空想の世界にいるもう一人の自分(観念的な自分)の存在を想定しなけ

れば不可能なはずである。したがって自分以外の存在の立場に立つというこ

とは、現実の自分からは相対的に独立した(すなわち、現実の自分なくして

は存在し得ないが、その限りではそこから離れて活動することができる)観

念的な自分の存在によるものであると言えよう。 20)

このことから、次のように言うことができる。すなわち、受身文において、

話者が主語の指示対象寄りの立場に立つという場合には、現実の話者とは相

対的に区別される観念的な話者の存在を想定して、その観念的な話者が、現

実の話者の立場から移行して、主語の指示対象寄りの立場に立つという認識

構造になっているということである。

以上、受身文の認識構造とそれによって規定される話者の立場との関係を

考察してきたが、ここで久野の機能論的見方からなる視点の規定とは異なる、

次のような筆者の構造論的な視点の規定を示しておきたい。

間 視点とは、当該表現の基盤となっている認識の構造によって規定され

た、話者の現実的または観念的な立場である。

このような規定に基づいて、以下の、話者の視点に関わらせた受身文の容認

可能性について、その認識論的基礎を追究していきたい。

3-2 I発話当事者の視点ハイアラーキー」に関わる受身文の考察

久野は、 「発話当事者の視点ハイアラーキー」において、文中の話者(自

分)寄りの視点を最優先とし、この原則とある特定の構文、語句が規定する

視点に関わる原則との関係、すなわち当該諸原則に関わる視点の聞の「論理

的矛盾」、及びその矛盾が「意図的」か「非意図的」かを基準として、文の

容認可能性を説明しているが、これらの諸原則によっては説明することので

きない事例が存在することは先に取り上げた通りである。そこで先ず、前項

の伽)の規定に従って、 「発話当事者の視点ハイアラーキー」の原則に関わる
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一人称表現の認識構造について考えてみよう O

一人称表現とは、話者が自分(または自分を含む複数のもの)を表現した

ものであることは、その通りであるが、では話者が自己を認識し表現すると

は、一体どういう認識構造をもつものなのであろうか。この自己を認識する

ということであるが、これは自己以外のものを認識するということと同じよ

うにはいかない。なぜならば、自己以外のものは、自分の外に対象としてす

でに存在するものであるが、自分自身はそうではないからである O したがっ

て話者が自己を認識するためには、先ず自分自身を対象化しなければならず、

これはもちろん現実的には不可能なので、観念的に対象化するということで

ある O すなわちここにおいて、現実の自分と観念的な自分との二重化が成立

しているということである O そしてこのことから、 -人称で表現される認識

には、次の二つの種類があることがわかる O すなわち、(i )観念的な自分の

立場から現実の自分を認識する場合と、(ii )観念的な自分が現実の自分と同

じ立場から、対象化された自分を、あたかも自分の外の第三者であるかのよ

うに認識する場合である。 21)

このような一人称の認識構造及び上述の受身文の認識構造の把握に基づい

て、ではこれから具体的に文の検討を進めていこう。次の文を参照されたい。

ロわ??Then， John was hit by me. 

この文の容認可能性が低い点について、久野は「受身文のカメラ・アングル」

と「発話当事者の視点、ハイアラーキー」の原則聞の「論理的矛盾」によって

説明しているが、彼は同時に次の(28)aに対する(28)bの文に容認可能で、あると

している O

(28) a. Then， John was hit by Bill. 

b. No， John was hit by m巴， not by B i 11. 

そしてこの文が容認可能であるのは、 「話し手が、過去の出来事を回想し、

自分がとった行動を、恰かも他人の行動であるかの如く語る場合である」から

としている。 22)では包わの場合はどうであろうか。この場合も話し手の過去の

出来事の凶想であることには変わりないはずである。したがって(28)bが「恰

弓

i
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かも他人の行動であるかの如く」語られているとするならば、信わも同じよう

に解釈できるはずで、ある O このように、これらの文の容認可能性に対する久

野の説明は説得力を欠いていると思われる O

でliここで、両文の認識構造を統一的に検討してみよう。先ず両文におい

て共通しているのは、受身文の認識構造から明らかなように、話者は先ず、John

寄りの立場に立っているということである。一方両者の異なっている点は、

(28) bのbymeがこの文のいわゆる「焦点」であるのに対して、信わのbym巴は

そうではないということである O この「焦点」というのは、文中の語句をそ

の意味的機能の面から把握したものであるが、直接的には、言いかえれば話

者の認識としてはどのような認識であるのかを考えてみると、これは、対象

(この場合は対象化された話者)に対する主体的認識であると言えよう O そ

してこの認識は、倒bの場合、 John寄りの立場からではなく、観念的な話者

が現実の話者を認識する立場からの認識である。なぜならこの「焦点」の認

識に、 John寄りの立場に立ってはじめて成立する認識ではなく、観念的な話

者がJohn寄りの立場から現実の話者の立場に復帰して、そこにおいて現実の

話者を対象として認識したときに伴う認識であるからである。 23)

それに対して仰の場合とは、 (28)bの場合のように「焦点」の認識がないた

めに、観念的な話者がJohn寄りの立場から現実の話者の立場に復帰する契機

をもち得ず、 John寄りの立場からなる自分に対する第三者的な認識が成立し

ている。そしてこれが、 (28)bの場合のような通常の自己認識、すなわち現実

の話者を観念的な話者が認識するというものとの聞に対立関係を発生させて

おり、仰の容認可能性が低いのは、ここに認識論的根拠があると考えられる

のである。

では、これらと話者を行為者とする受身文で、「焦点」認識がない場合に、

容認可能なのはどんな場合であろうか。ここで、 Kato(1979)の提出してい

る次の例を検討してみよう。

四)1 said，“Me watch it! Fuck that! Let him watch it." 

He was hired by me. 1 could fire him if 1 didn't like him. 
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(Studs Terkel， W orking) 

問題は下線部の受身文であるが、 ここで注意すべきは、過去分詞 hiredであ

るo 127Jの分析から明らかなように、 この hiredが、「彼」の立場に話者が移行

して、 そこにとどまったままの認識の表現であるならば、 この受身文の容認

可能性ムは低くなるはずである O ところがこの表現は、 たんに I~庸われている」

という客体的認識と主体的認識の統 宇された認識が表現されているばかりで

はなく、 この認識を、 If皮」の立場から復帰して、現実の話者の立場からさ

らに主体的に認識するという構造をもっているのである。 より直接的な言い

方をするならば、 「傭われている」 ことを強調する認識である。そしてこの

現実の話者の立場から分離した観念的な話者の立場から、現実の話者をme

と表現している。 したがってこれは通常の自己認識のあり方であるから、

の受身文は容認可能となっていると考えられる。

次に、 Falk(1980)がとり Lげている、話者が主語となっている受身文の容

認可能性について検討してみよう。次の文を参照された L、。

(30) a. ( ?) 1 was stopped by John. 

b J ohn stopped me. 

先ず(30)bについてであるが、 (26)の「視点」の規定に基づいて考えると、 この

文にむいては、観念的な話者の立場から現実の話者を認識するという通常の

自己認識がmeという表現で示されており、また Jone寄りの立場への観念的

な話者の移行を規定するような認識の構造とはなっておらず、認識にむける

対丘関係は発生していない。

三方(30)aの場合、 これをたんなる現実の客観的な事実の叙述と解釈するな

ならば、前項で考察した受身丈の認識構造に規定されて、観念的な話者が現

実の話者と同じ立場で、 第三者的に対象化された自分を認識し、次にその対

象化された自分の立場に移行するという過程的構造をもっていると考えられ

る。そしてこの第三者的な臼己認識と、通常の、観念的な話者が現実の話者

を認識するという自己認識との聞に対立関係が発生し、 そのことが、 (30)aの

容認可能性を低くしている認識論的根拠であると思われる。もちろん、観念
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的な話者がはじめから自分を第三者的に認識している場合には、このような

対立関係は発生しない。したがって、 (30)aをこのように解釈するならば、容

認可能となるはずで、ある O

では、話者を主語とした受身文が、夢や空想の世界の自分を描くとき以外

はすべて容認可能性が低いかというとそうではないことは、 (22)bで、Bolinger

(1977)の例として示しておいた通りである。そこで、この例を再び取り上げ

て十食言すしてみよう。

(22) b. I was approached by the stranger. 

この受身文が単なる客観的な事実の叙述ではないことを、 Bolingerは仰との

対比で述べているが、これはどういうことを意味するのであろうか。すなわ

ち、これまでの分析で明らかなように、叩p1・oachedとpう過去分詞表現が、

単なる客体的認識と主体的認識の統ーされた認識であるばかりではなく、そ

れに対する現実の話者の立場からの主体的認識をも併せて表現しているとい

うことである。それゆえ四)bの lは、観念的な話者の立場から現実の話者を

認識した表現であり、 αpproachedは、観念的な話者が現実の話者の立場に復

帰して、そこから上述のように認識した表現であると言えよう。つまりここ

には、認識における対立関係が発生しておらず、したがって(22)bは容認可能

となっていると考えられる。

以上、 「発話当事者・の視点ハイアラーキー」に関わる受身丈の容認可能性

の認識論的根拠について、筆者の分析を示してきたが、次に「対称詞の視点

ハイアラーキー」に関わる受身文について、同様の分析を試みてみたい。

3 -3 I対称詞の視点ハイアラーキー」に関わる受身文の考察

先ず、この原則に関わる表現、例えばJohn'swifeとしけ表現を取り上げて、

この認識構造を考察してみよう。ここで注目すべきは、 wifeという表現であ

る。これがある対象(この場合は実体)を実体的に認識したものであること

には異論あるまいが、ただそれだけの認識ではなし迎。これは Johnという表現

と比較すれば A 層はっきりするが、 Johnというのは、ある特定の対象を、個

別的に、つまり他の対象と切り離して、固有の実体として認識した表現であ
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る。

それに対して川feという表現は、ある対象を実体として認識したものであ

ると同時に、それを他の存在と切り離すのではなく、他の存在とのある特定

の「関係」の認識をも含んでいることがわかる。そしてこの「関係」認識は、

ある特定の衣場からの(この場合は Johnの土場からの)認識である O

それゆえに、 John'swifeという表現は、観念的な話者がJohn寄りの_，'f.場

に移行して、そこから Johnから見た「妻」としての対象を認識したものであ

ると言えるのである。そしてここに、 「対称、詞の視点ハイアラーキー」の原

則が成止する認識論的根拠があるのである O

ところで、この原則だけでは説明することのできない例があることは、先

のFalk(l980)の見解を述べたところで見た通りである。そして、 Fallく ['j身の

説明にも難点があることは前節でも示しておいた。そこでここでは、 Falkの

扱っている例を用いて、筆者の分析を示しておきたい。

(311 a. He was punished by his father. 

b. H is father punished him. 

1321 a. The children were being scolded by their mother 

b. つ Thechildren's mother was scolding them. 

先ず、 1311aが、 by-phraseを焦点として解釈するのが第ー義的であるのに

対して、 (321aはそうではないという事実を分析してみよう。 Falk(1980)はこ

のことと関連して、固有名詞や代名詞が視点を示す機能をもっており、他の

名詞(上の例の場合は普通名詞)はそうではないとしていることは先にも述

べたが、これを認識論的に検討してみると、次のようなことになろう。すな

わち、 13DaのHeという表現は、観念的な話者が、 「彼」寄りの立場に移行し

て、その位置から「彼」を認識して表現したものであるのに対して、 (30)aの

the childrenという表現は、現実の話者の立場からその対象を認識し表現し

たものであるということである O

このような認識構造の違いを踏まえて 13Da、(32)aを分析してみると、 (31!a 

の場合、これを焦点、的解釈ではなく、単なる客観的な事実の叙述と解釈する
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と、観念的な話者が「彼」寄りの立場に移行して、そこからの「彼」に対す

る認識を Heと表現し、さらにその立場から、 punishという行為を客体的かっ

主体的に認識し、さらに punishの行為主体をそこから認識して、 hisfathrと

表現していると考えられる O ところがこれは、単なる客観的な事実を表現す

る受身文の認識の過程的構造、すなわち、現実の話者の立場から受身文の主

語の指示対象を先ず認識し、次に観念的な話者が、その指示対象寄りの立場

ヘ移行して、そこから上のような認識をするという構造とは異なり、そのた

め(311aの受身文の認識に対立関係が生じている O このことが、 (311aを単なる

客観的な事実の叙述とする解釈を受け入れにくくさせていると忠われるので

ある。

これに対して(321aは、事実の客観的な叙述として第 a義的に解釈できる O

なぜならこの場合は、先の分析から明らかなように、 thechi ldrenという表

現が、現実の話者の立場からの認識の表現であり、そこから観念的な話者が

「子供達」寄りの立場に移行するという、客観的な事実の叙述の受身文の構

造をもっているからである。

では次に、引はが焦点的解釈を第-義的とすることの認識論的根拠につい

て検討してみよう。前項においても示したように、 「焦点」の認識は、現実

の話者の立場からの主体的認識である。またそれに対応して、 He，punished

という表現は、単に客観的な事実を認識し表現しているのではなしこの認

識をさらに「前提」として主体的に認識したものである。したがってこの場

合には、客観的な事実の叙述という解釈の場合のような対立関係は生じてい

ないがゆえに、より容認可能となっていると言えよう O

次に、 (311bと(321bの容認可能性の度合の去について分析してみよう。先ず

(311 bの場合、先ほどの同有名詞、代名詞の認識構造の検討を踏まえれば、 His

fatherという表現は、観念的な話者が「彼」寄りの立場に立ち、そこから His

という表現がなされ、さらにその位置から「彼」と関わりのある対象をfather

と表現していると考えられる。そしてさらに、 himというのは、その位置か

ら「彼」を認識した表現であると言える。したがってここには対立関係が生
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じていない。

一方(32)bの場合、 thechildren's motherという表現は、現実の話者の立場

から thechi ldrenと表現し、そこから観念的な話者が「子供達」寄りの立場

ヘ移行し、そこから「子供達」と関わりのある対象を motherと表現したも

のである O そして themという表現は、その「子供達」寄りの立場から認識

され表現されていると考えられるが、この認識は、 「子供達」に対する現実

の話者の立場からの thechildrenで表現される認識と、話者の立場を異にし

ている O すなわち、同じ対象を認識するのに、違った立場から認識している

のである。したがってここに認識における対立関係が発生し、そのために、

(32) bの容認可能性が低くなっていると考えられる O

以上、 「対称、詞の視点、ハイアラーキー」に関わる受身文(及びそれに対応

する能動文)について、筆者の認識論的考察を示した O それでは最後に Hu-

manness Empathy H ierarchyに関わる受身文の分析を試みてみよう O

3 - 4 Humanness Empathy. Hierarchyに関わる受身文の考察

先ず次の諸例を参照されたい。

。3) ‘TheNaked Maja' was painted by Goya. 

(34) The house was bui 1 t by my father. 

(35) The game can be play巴dby thr巴eplayers. 

(36) The bench was carved by John. 

(3わ?* Grotesque caricatures were painted by Goya. 

(38) ?? The floor was washed by my father. 

(39) ?? The game is being played by three people. 

仰い Thewood was ca円 edby John. 

これらを、前節で取り}二げた(24)の例と比較してみよう。

(24) An int巴restingmovie is being made by Fellini. 

さて、 (33)-(36)と(3わ-(40)の容認可能性の度合の差を、 Falk (1980)は、主語が主

題としての機能をもっているか否かに求め、そうすると、叫が容認可能で、あ

ることとの統一的な説明が難しくなることは前節で述べたが、それでは、何
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がこの容認可能性の差を生じさせているのであろうか。先ず(33)叶36)について

であるが、これらはすべて by-phraseが焦点となっていると考えられる。す

なわち、これらの by-phraseは、現実の話者の主体的な認識によって把えか

えされているということである O そしてそれに対応して、主語や過去分詞の

表現に、観念的な話者が主語の指示対象寄りの立場に移行して、過去分詞で

表現されている行為を、客体的認識と主体的認識との統ーにおいて認識して

いるばかりではなく、それを「前提」として主体的に現実の話者の立場から

把えかえしているということである O したがってここには対立関係が生じて

おらず、これらの文は容認可能になっていると考えられる。

次に凶)の場合であるが、これは一見したところ客観的な事実の叙述である

が、 interestingという表現からもわかるように、 madeという表現は、観念

的な話者が主語の指示対象寄りの立場に移行して、 mak巴という行為を、 客

体的かっ主体的に統ーして認識しているばかりではなく、現実の話者の立場

からの「葉月待」という主体的な認j哉によってそれは把えかえされており、そ

の現実の話者の立場から、 Felliniが認識されていると考えられる O したが

ってここには、認識における対立関係が発生しておらず、容認可能となって

いると考えられる。

では、信わ~(40)の場合はどうであろうか。先ず注目しなければならないのは、

これらが客観的な事実の叙述であるということである。そしてこの場合には、

例えば(聞の場合、観念的な話者がcaricatures寄りの立場に移行し、そこか

らpaint という行為を客体的かつ主体的に統ーして認識し、しかもその位置

から Goyaという「人間」を見るということになり、通常の人間の認識のあ

りかた、すなわち「人間」の立場から「もの」を見るという認識のありかた

と対立関係が生じている O したがってこれが、間~酬の容認可能性を低くし

ている認識論的根拠であると考えられる。

以上、話者の視点に関わる受身文に対する筆者の認識論的考察を示してき

たが、最後に「むすび」として、これらの考察をまとめてみたい。
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4. むす び

筆者はこれまで、話者の視点に関わる受身文の容認可能性について、その

文の中の様々な構成要素につながる認識構造との関連で考察してきた。~~

から言えることは次のことである。

( i )話者の視点を、ある構文、語句の単なる機能としてではなく、それら

の認識構造との関連で、現実の話者と観念的な話者の立場として把握

し、客体的・主体的認識をそれらの話者の立場との関わりで把えるこ

とによって、より統一的に受身文に関わる視点現象を把えることがで

きる。

( ii )この話者の視点を、これら現実的と観念的の二つの話者の立場の転位、

移行において観察すると、そこにおけるある認識と他の認識との対立

関係の発生が容認可能性の差異を規定している。

しかしながら、本稿においては、容認可能性の度合を、この認識における対

立関係の対立の度合として追究するまでには至らなかった。これは今後の研

究課題としたい。

(註)

1)以下K&K(1977)に言及する場合も、「久野ら」とせずに、たんに「久野」と記す。

2) ここでは、 Kato(1979)、Falk(1980)を取り上げる。

3)久野(1978)、p.134 

4) Kuno and Kaburaki (1977). p. 627. 

5) Ibid.， p.648. 

6) Ibid.， p. 649. 

7) 久野(1978)，p.146. 

8) Ibid.， p.147. 

9) Jespersen(1933)， p.121 

10) Kato (1979)， p.150 

11) Falk(l980) ， p.380 

12) Ibid.， p.383. 
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13)久野(1978)，p.169. 

14) Ibid.， p. 185. 

15) Ibid.， p.169. 

16) Kuno and Kaburaki (1977)， p.650. 

17) Kato(1979) ， p.15'7. 

18) Bolinger(1977)， p.10. 

19) Ibid. 

20) ここでの議論の展開は、主として、三浦(1967a)，pp.22-32の議論を参考としたもの

である。

21) ここでは、主として、三浦(1967b)， pp.519-526の議論を参考としているが、(ii)の

ような自己認識は、通常の自己認識ではなく、例えば夢の中の世界で、 「自分」の姿

を客観的に(第三者的に)眺めているような認識のありかたである。

22)久野(1978)，p.315. 

23)因みに、前節の削の例は、 bymeが「強調」の認識とも結びついていると把握するこ

とにより、側bと論理的に共通の説明が可能と思われる。
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